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◆特集号◆
保健福祉計画・介護保険事業計画

生かそう一票　夢ある杉並

　介護保険制度が始まって３年が経過し、また、４月１日から

は障害者福祉サービスが支援費制度に変わりました。福祉サー

ビスを利用者本人が契約する時代を迎え、保健福祉を取り巻く

社会情勢は大きく変化しています。

　この号では、今後の杉並区の保健福祉サービスの基本となる

保健福祉計画･介護保険事業計画について、改定された内容をお

知らせします。

　　――問い合わせは、「保健福祉計画」は保健福祉部管理課、

「介護保険事業計画」は高齢者施策課へ。

杉杉並並区区保保健健福福祉祉計計画画・・
介介護護保保険険事事業業計計画画がが

ままととままりりままししたた

�
　

昨
年　

月
に
「
保
健
福
祉
計

１０

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
の

素
案
を
公
表
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
関
係
団
体
な
ど
を
通
し
て

区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
多
く
の
ご

意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
・
ご
要

望
で
主
な
も
の
は
、
�
財
政
難

の
中
で
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質

を
下
げ
な
い
で
ほ
し
い
�
幼
児

健
康
診
査
未
受
診
者
の
支
援
体

制
づ
く
り
を
望
む
�
学
童
ク
ラ

ブ
を
登
録
制
に
し
て
ほ
し
い
�

高
齢
者
や
障
害
者
が
積
極
的
に

社
会
参
加
で
き
る
場
の
拡
大
、

介
助
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
�
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
待

機
期
間
の
短
縮
�
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
精
神
の
育
成
�
介
護
サ
ー
ビ

◇
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見

ス
事
業
者
の
評
価
の
積
極
的
な

公
表
で
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

を
図
る
、な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
改
定
で
は
、

「
カ
タ
カ
ナ
語
に
つ
い
て
見
直

し
を
」
と
の
ご
意
見
に
よ
り
、

可
能
な
限
り
言
い
換
え
を
行

い
、
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
用
語

に
つ
い
て
は
解
説
を
加
え
ま
し

た
。

　

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
・
ご
要

望
は
、
で
き
る
限
り
計
画
に
反

映
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
、
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し

た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�
　

計
画
は
、　

〜　

年
度
ま
で

１５

１９

の
五
年
間
を
計
画
期
間
と
し

◇
保
健
福
祉
計
画
推
進 

　

の
方
向

て
、
三
年
目
に
見
直
し
を
行
い

ま
す
。ま
た
計
画
の
目
標
を「
子

ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
す
べ
て

の
人
が
、
安
心
し
て
健
や
か
に

生
活
で
き
る『
健
康
都
市
杉
並
』

を
め
ざ
す
」
と
し
、

�
未
来
を 
拓 
く
子
ど
も
た
ち
が

ひ
ら

育
つ
ま
ち
を
つ
く
る

�
自
分
の
可
能
性
を
十
分
に
発

揮
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ

く
る

�
介
護
や
援
助
の
必
要
な
人
が

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る

ま
ち
を
つ
く
る

�
だ
れ
も
が
参
加
し
、
互
い
に

支
え
あ
う
ま
ち
を
つ
く
る

�
安
心
・
安
全
な
生
活
が
守
ら

れ
る
ま
ち
を
つ
く
る

�
健
康
都
市
づ
く
り
を
持
続
的

に
発
展
さ
せ
る
ま
ち
を
つ
く

る

の
六
つ
の
基
本
政
策
の
も
と
、

五
七
施
策
、
二
八
五
事
業
の
体

系
化
を
図
り
ま
し
た
（
左
図
）。

　

ま
た
、
特
に
優
先
性
・
緊
急

性
の
高
い
課
題
は
、
重
点
推
進

プ
ラ
ン
と
し
て
重
点
的
・
戦
略

的
に
取
り
組
み
ま
す
。（
２
面
）

☆

　

「
杉
並
区
保
健
福
祉
計
画
」

（
介
護
保
険
事
業
計
画
を
含

む
）
は
、
区
政
資
料
室
（
区
役

所
西
棟
二
階
）
お
よ
び
区
立
図

書
館
、
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

閲
覧
で
き
ま
す
（
４
月
７
日
以

降
）。
ま
た
、区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
区
政
資
料
室
で
は
一

冊
一
一
〇
〇
円
で
４
月
７
日
か

ら
販
売
し
ま
す
。（
貸
出
用
も
あ

り
ま
す
）
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�　未来を拓く子
どもたちが育つま
ちをつくる

�　自分の可能性
を十分に発揮して
暮らせるまちをつ
くる

�　介護や援助の
必要な人が安心し
て住み続けられる
まちをつくる

�　だれもが参加
し、互いに支えあ
うまちをつくる

�　安心・安全な
生活が守られるま
ちをつくる

�妊産婦・乳幼児期保健対策の推進
�障害児支援の充実�児童活動環境の
整備�青少年が健全に育つ社会づくり
�学齢期保健対策の推進�児童虐待対
策の推進（Ｖ‐１に再掲）

�子育てを支える地域サービスの充実
�子育て環境づくりの推進�保育の充
実�子育てに伴う経済的支援

�健康づくり活動の推進�健康を育む
まちの環境整備�生活習慣病の予防
�心の健康づくり�歯科保健医療対策
�難病対策�公害保健対策�地域医療
体制の充実	介護予防
痴呆予防

�高齢者の活動的な社会生活の支援
�障害者の積極的な社会生活・余暇活
動の促進�ユニバーサルデザイン（す
べての人のためのデザイン）の推進

�日常生活支援サービスの充実�自立
生活可能な住まいの確保�ひとり暮ら
し高齢者等の支援�痴呆性高齢者の支
援

�介護サービス基盤の整備�介護サー
ビスの質の向上・事業者支援�介護相
談と情報提供の充実�介護者への支援
�区民意見の反映

�日常生活の支援�当事者活動の支援
�多様な居住の確保�地域生活支援の
基盤づくり�就労の促進・雇用の拡大

�地域福祉活動の拡大と支援�多様な
地域活動との連携の仕組みづくり

�利用者保護の推進�サービス評価・
公開の促進と質の向上�福祉サービス
の利用促進

�児童虐待対策の推進�家庭内、配偶
者間暴力対策の充実�高齢者虐待等相
談体制の充実�生活困窮者支援の充実
�路上生活者自立支援

�食の安全確保�暮らしの安全確保
�医薬品や毒劇物等の安全確保�医療
の安全確保�危機管理対策の充実
�感染症予防対策の充実�動物の愛護
と衛生確保
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�区民の参画・協働の推進�評価と情
報公開の推進�部門間連携の強化と地
域展開

�　健康都市づくりを持続的に
発展させるまちをつくる

���� ������� ���

▲

東
原
児
童
館
（
下
井
草
１
―　

―　

）

２３
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杉並区役所�３３１２－２１１１（代表電話）〒１６６－８５７０杉並区阿佐谷南１－１５－１

平成１５（２００３）年４月１日（火曜日）

　１面に示された施策の体系に沿って、今後多様な保健福祉事業
を推進していきますが、特に優先性・緊急性の高い課題について
１０項目の「重点推進プラン」として重点的・戦略的に取り組みま
す。その中の主な事業について下表に示しました。

重重点点推推進進ププラランン
１９年度の目標計　　画　　内　　容現　　況主要事業名

運営５カ所１６年度設置５カ所新規（仮称）保健福祉センター
の設置

１．健康都市
づくりの推進
と地域展開

健康づくり自主グループ
２２３

主に健康講座修了後、健康習慣の定着と仲間づくりをめざしグルー
プを誕生させ自立を支援する健康づくり自主グループ１０３地域健康づくり支援事業

推奨店３４０店舗区民が飲食店の利用により健康的な生活習慣が定着するよう、関係
者に理解を得ながらヘルシーメニュー推奨店を増やしていく認証店４３店舗ヘルシーメニュー推奨店

公共的施設の分煙化率７０％区民が利用する地域施設と窓口型事務所に分煙機を設置するととも
に、公共的施設や飲食店などに普及を働きかける分煙機の設置台数５１台分煙化の推進

継続ヘルシーメニュー推奨店や分煙推進などを核として、モデル地区を
指定して実施を図る新規健康なまちづくりモデル事

業
産休あけ保育１５園
０歳児保育１７園保育園の改築３園、改修２園産休あけ保育１１園

０歳児保育（８カ月）１８園乳児保育の充実

２．多様・増
大する保育需
要への対応

１３園１園（分園を含む）１２園（駅前保育所を含む）私立保育園運営助成（駅前
保育所を含む）

７所３所４所認証保育所の拡充

実施率６０％以上６園１８園延長保育の充実

待機児童０人
８時３０分開設学童クラブ登録制度の実施と、学童クラブ開設時間を変更待機児の増（１４年４月現在２２

人）／学校休業日９時開設
学童クラブの待機児解消と
運営の拡充

３．児童館、
学童クラブ運
営の再構築

開館時間午前１０時～午後６
時の実施。地域団体などと
協働して事業を実施

児童館の開館時間を児童の生活時間に合わせる。地域団体や利用者
の意見を反映し、事業を実施

開館時間午前９時～午後５時
館職員のみで事業企画・運営開かれた児童館運営の実施

運営の一部委託（児童館３
所、学童クラブ１０所）／（仮
称）施設運営委員会設置

児童館プログラムの一部や、学童クラブ運営を段階的にＮＰＯ等の
民間活動主体に委託／利用者・地域住民・民間活動主体、行政によ
る（仮称）施設運営委員会を設置し、新たな運営の仕組みをつくる

児童館行事への地域協力やボ
ランティア参加依頼／公設公
営の児童館・学童クラブ運営

区民、ＮＰＯなどとの協働
の推進

約９万人成人健康診査と高年者健康診査を統合し、区民にわかりやすい健診
体制の整備を図る８万３６４０人区民健康診査

４．健康づく
りの支援とす
ぎなみ健康づ
くり２１

推進会議＝年６回／各種講
座等の開催＝３講座延１２回

区民を構成員とする推進会議を開催し、社会活動参加セミナーや地
域活動リーダー研修などを開催する

推進会議＝年６回／各種講座
などの開催＝３講座延１２回

高齢者いきいき・はつらつ
事業

年間１５コース延１８０回区民の需要にあわせ開催回数を増やし、転倒・骨折が原因で要介護
状態に陥ることがないようにする年間６コース延７２回転倒予防教室

地域座談会＝年６回／痴呆
予防教室＝年３コース延３６
回／自主グループ支援

痴呆予防の情報提供、予防活動を推進するため、地域座談会、痴呆
予防教室を新規に実施し、継続・拡大を図る新規地域座談会、痴呆予防教室

の開催
５．高齢者の
痴呆予防と支
援

痴呆性高齢者家族安らぎ支
援事業の実施＝年４０人

痴呆性高齢者の介護負担の軽減を図るため、話し相手や見守りを行
う痴呆性高齢者家族安らぎ支援事業実施する新規痴呆性高齢者家族安らぎ支

援事業の実施

検討会後は、推進のための
会議を必要に応じて開催

痴呆予防、痴呆の早期発見・早期対応、痴呆性高齢者の支援体制整
備のため、医療・保健・介護の実践者と専門知識者による検討会を
開催する

新規痴呆性高齢者支援体制検討
会の設置

ケア２４（２１所）で実施ケア２４単位に安心協力員・協力機関を確保し、民生委員などと連携
したネットワークシステムの構築を順次進める新規高齢者安心ネットワークシ

ステム６．ひとり暮
らし高齢者等
の支援 ４８８台（消 防 庁）／３４２台

（民間事業者）毎年５台増（消防庁）／毎年３５台増（民間事業者）４６３台（消防庁）／１６７台（民
間事業者）

緊急通報システム（消防庁、
民間事業者）

早期に入所を必要とする申
込者が、６カ月～１年以内
に入所できる

１０９床（１７０床）定員数１０３７床特別養護老人ホ－ム

７．入所型介
護施設の整備

６３人（８０人）定員数２１人痴呆性高齢者グル－プホ－
ム

１１０床（１６０床）新規介護強化型ケアハウス

１１２床（２１０床）定員数２０６床老人保健施設

設置・運営知的障害者入所更生施設の整備（短期入所、地域自立生活支援セン
ター、自立体験、人材育成、地域交流スペースを併設）新規２４時間生活支援施設の設置

８．障害者の
自立生活支援
の推進

計２０カ所
生活寮の拡充支援
重度生活寮・重度身障グループホーム各１カ所／精神障害者グルー
プホーム２カ所

生活寮など９カ所／精神障害
者グループホーム２カ所援助のある住居の確保

支援センター３カ所／モデ
ル事業３カ所

障害者地域自立生活支援センター２カ所／空き店舗などを活用した
地域生活援助事業モデル事業の検討１５・１６年度（開始１７年度）

精神障害者地域生活支援セン
ター１カ所地域生活支援の拠点づくり

苦情処理調整機関の運営、
情報提供、広報周知

苦情処理調整機関の検討および設置、区民への積極的な周知を行い、
苦情や権利侵害を潜在化させない。改善の必要なサービス事業者に
対し指導を行い、サービスの質の向上を図る

新規苦情処理調整機関の設置、
運営９．保健福祉

サービスを安
心して利用・
選択できる仕
組みづくり

１００％１７年度までに全施設・該当サービスの第三者評価を実施し、毎年継
続する新規区立施設・サービスの第三

者評価の実施

自己評価１００％／第三者評
価８０％

１５年度から補助金制度を創設し、事業者連絡会などを利用して第三
者評価の実施の働きかけを行う。また、自己評価についても推奨・
支援する

新規民間事業者に対する第三者
評価実施の働きかけ

迅速で的確な対応を行な
い、深刻化を防ぐ

効果的な周知を図り、当事者の大人、子どもからの相談を広く受け
るとともに、関係機関が地域で必要な連携を進められるよう児童相
談所などとの調整を図る

相談件数１５４５件相談の充実（子どもと家庭
の総合相談「ゆうライン」）

１０．家庭内の
虐待や暴力を
なくすために

すべての（仮称）保健福祉セ
ンターで実施＝各センター
月２回

同じ悩みを持つ親同士の交流や専門家からの助言などを通して、児
童虐待を防止するよう、すべての（仮称）保健福祉センターで実施
に取り組む

育児不安や育児を負担に感じ
ている親を対象に実施。４保
健センター＝年７２回

グループカウンセリングの
充実

相談者の状況や希望を尊重
した適切な相談・支援体制
をつくる

相談窓口の拡充、相談者の状況や希望にあわせた一時保護、自立支
援事業の実施、相談員の育成強化／支援事業資源（一時避難所、住
居、就労支援、公的保証人制度など）の確保

福祉事務所、男女平等推進セ
ンター、保健センター等で実
施。相談１７６件、一時保護１３件

ＤＶ被害者緊急一時保護／
ＤＶ被害者支援のための相
談・支援事業

迅速で的確な対応を行う体
制をつくる

適切な予防・相談体制を充実させるとともに、必要に応じ緊急一時
保護を実施する。一時保護施設などの確保を図る

福祉事務所老人福祉指導主事
が通報に基づき対応＝４４件対
応

高齢者虐待相談および緊急
対応
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杉
並
区
実
施
計
画
お
よ
び
東

京
都
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画

に
基
づ
き
、
建
設
助
成
な
ど
を

行
い
、
区
内
に
整
備
を
す
す
め

ま
す
。

▽
介
護
療
養
型
医
療
施
設

　

区
内
の
医
療
機
関
に
対
し
、

介
護
療
養
型
医
療
施
設
へ
の
転

換
を
個
別
に
働
き
か
け
て
い
き

ま
す
。

介
護
保
険
の
事
業
費
の

見
込
み

　

介
護
保
険
料
の
算
定
の
基
礎

と
な
る　

〜　

年
度
ま
で
の
事

１５

１７

業
費
の
見
込
み
は
、
表
３
の
と

お
り
で
す
。

　

事
業
費
は
、
国
の
定
め
る
介

護
報
酬
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
単

価
）
が
改
定
さ
れ
た
た
め
、
新

し
い
介
護
報
酬
に
基
づ
い
て
推

計
し
ま
し
た
。（
表
３
）

▽
短
期
入
所
生
活
介
護
・
短
期

入
所
療
養
介
護
（
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
）

　

区
内
に
介
護
老
人
福
祉
施

設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
を
整

備
す
る
際
に
、
一
定
の
ベ
ッ
ド

数
を
確
保
す
る
な
ど
拡
充
に
努

め
ま
す
。

▽
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
）

　

民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
な

ど
へ
の
整
備
助
成
を
行
う
と
と

も
に
、
区
は
公
営
住
宅
へ
併
設

す
る
な
ど
整
備
を
す
す
め
ま

す
。

▽
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

　

区
は
、
介
護
強
化
型
ケ
ア
ハ

ウ
ス
の
整
備
を
す
す
め
ま
す
。

▽
介
護
老
人
福
祉
施
設
・
介
護

老
人
保
健
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
目
標

量
と
そ
の
確
保
の
た
め

の
方
策

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
量

は
、
利
用
意
向
、
給
付
実
績
、

事
業
者
参
入
動
向
な
ど
か
ら
、

表
２
の
と
お
り
設
定
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
目
標
量
を
確
保
す
る

た
め
に
次
の
よ
う
な
確
保
策
に

取
り
組
み
ま
す
。

▽
訪
問
看
護
・
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

　

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
）
と
医
師
と
の
連
携

を
す
す
め
、
サ
ー
ビ
ス
が
適
切

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
ま

す
。
ま
た
、
医
療
系
事
業
者
に

事
業
参
入
の
働
き
か
け
を
行

い
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
量
の
増
加

を
図
る
よ
う
努
め
ま
す
。

事
者
研
修
を
実
施
し
、
従
事
職

員
の
資
質
の
向
上
に
努
め
ま

す
。

▽
介
護
者
へ
の
支
援
と
し
て
、

家
族
介
護
教
室
を
開
催
す
る
ほ

か
、
痴
呆
性
高
齢
者
の
家
族
に

介
護
経
験
者
が
訪
問
な
ど
を
行

う
安
ら
ぎ
支
援
事
業
や
家
族
連

絡
会
を
実
施
し
ま
す
。

▽
判
断
能
力
が
不
十
分
な
た
め

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用
に

際
し
援
助
が
必
要
な
人
が
、
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

杉
並
福
祉
サ
ー
ビ
ス
支
援
セ
ン

タ
ー
で
支
援
し
ま
す
。

〈表２　介護サービスの給付実績と目標量〉
〇居宅サービス

目標量（提供量）１４年度
給付実績

サービス名（単位）
１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度
４２，４５６４０，０６２３７，７４２３６，３５６３４，７６５３１，２６２訪問介護（回／週）
 ９１９ ８４５ ７７１ ７４０ ７０３ ６３７訪問入浴介護（回／週）
１，６７２１，５５７１，４４３１，３８７１，３２２１，１７９訪問看護（回／週）

 ２１９ １６９ １２５  ９３  ６５  ５９訪問リハビリテーション
（回／週）

３，５８３３，０１３２，４９６２，０６０１，６４２１，３４７居宅療養管理指導（人／月）

６，１７０５，７８４５，３９０５，１２４４，８２５４，２２１通所介護、通所リハビリテ
ーション（回／週）

７，４３８６，５７８５，７７９５，１９５４，６０６３，７２９短期入所生活介護、短期入
所療養介護（注１）

 １７０ １５２ １３３ １１２  ８９  ４６痴呆対応型共同生活介護
（人／月）

 ５６０ ５３０ ４７０ ４４０ ３９０ ３６０特定施設入所者生活介護
（人／月）

４，０９５３，８４６３，６１５３，４５７３，２８５９，０２８福祉用具貸与（注２）
１０，１８７９，６４６９，１４０８，８１４８，４４４７，６２７居宅介護支援（人／月）

（注）１．短期入所生活介護・短期入所療養介護は、１４年度は６カ月あたりの週数、１５
年度以降は月あたりの床数を記載しています。２．福祉用具貸与は、１４年度は月
あたりの利用件数、１５年度以降は月あたりの利用者数を記載しています。

〇施設サービス
目標量（提供量）１４年度

給付実績
サービス名（単位）

１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度
１，７５６１，６８０１，６６５１，６０４１，５３２１，４１３介護老人福祉施設（人）
 ８２０ ６９０ ６６０ ５２３ ４９８ ４７７介護老人保健施設（人）
 ６５７ ６２１ ５８６ ４９０ ３９６ ２６９介護療養型医療施設（人）
３，２３３２，９９１２，９１１２，６１７２，４２６２，１５９合　　　計
３．２％３．０％３．０％２．７％２．６％２．４％６５歳以上人口比

〈表３　介護保険の事業費の見込み〉
（単位：百万円）

１７年度１６年度１５年度区　　分
１２，９６０１２，３６２１１，６５２居宅サービス総費用
１１，７９０１０，５４９　　９，６９９施設サービス総費用

　　１，５２０　　１，４６７　　１，４０７その他の費用
２６，２７０２４，３７８２２，７５８合　　計

※その他の費用は、福祉用具購入費、住宅改修、高額介護サービス費および審
査支払手数料の費用の合計です。

　

区
民
一
人
ひ
と
り
が
、
本
人

に
と
っ
て
最
も
適
し
た
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
杉
並
独
自
の
要
介

護
度
別
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

モ
デ
ル
を
作
成
し
、
被
保
険
者

や
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
提

供
し
ま
す
。

改
定
の
ポ
イ
ン
ト　

◇
区
の
事
業
者
と
し
て
の
役
割

　

区
立
の
介
護
老
人
福
祉
施
設

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）、短

期
入
所
生
活
介
護
お
よ
び
通
所

介
護
（
区
立
高
齢
者
在
宅
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）
は
、
民
間
事

業
者
の
参
入
が
進
み
、
委
託
先

社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る
自

主
運
営
の
基
盤
が
整
っ
て
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
段
階
的
に
民

営
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
）
は
、
一

事
業
者
で
対
応
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
面
引
続
き
区
も
事
業
者
の
役

割
を
果
た
し
ま
す
。

◇
円
滑
な
運
営
の
た
め
に

▽
ケ
ア　

（
地
域
型
在
宅
介
護

２４

支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
現
在
の
一

三
カ
所
か
ら
二
一
カ
所
に
増
や

し
、
状
況
や
要
望
に
応
じ
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
保
健
医
療
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

支
援
し
ま
す
。

▽
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

の
た
め
、
事
業
者
の
第
三
者
評

価
、
利
用
者
評
価
へ
の
取
り
組

み
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
従

　

区
の
介
護
保
険
事
業
の
基
本

理
念
は
、「
高
齢
者
の
自
立
支

援
」
で
す
。

　

区
の
介
護
保
険
事
業
の
基
本

的
な
目
標
は
、「
寝
た
き
り
な
ど

の
予
防
に
力
を
入
れ
る
と
と
も

に
、
介
護
を
要
す
る
状
態
に
な

っ
て
も
高
齢
者
自
身
の
希
望
が

尊
重
さ
れ
、
自
立
し
た
生
活
が

送
れ
る
よ
う
な
生
活
の
質
の
維

持
・
向
上
を
目
指
し
た
支
援
」

を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

区
は
、「
高
齢
者
の
自
立
支

援
」
を
基
本
理
念
に
お
い
て
、

介
護
保
険
事
業
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

◇
「
杉
並
ら
し
さ
」
を
生
か
し

た
介
護
保
険
事
業
の
た
め
に

　

計
画
は
、
保
健
福
祉
計
画
と

同
じ
く　

〜　

年
度
の
五
年
間

１５

１９

で
す
。
内
容
は
、
基
本
理
念
な

ど
介
護
保
険
事
業
の
基
本
的
な

考
え
は
現
行
計
画
を
踏
襲
し
、

「
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
示
し

た
事
項
を
中
心
に
改
定
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、　

年
度
ま
で
の
給
付

１４

実
績
を
踏
ま
え
、
今
後
の
サ
ー

ビ
ス
の
目
標
量
、
そ
れ
に
必
要

と
さ
れ
る
事
業
費
を
見
込
ん
で

い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
業

費
を
も
と
に　

年
度
か
ら
の
介

１５

護
保
険
料
を
定
め
て
い
ま
す
。

基
本
理
念　

◇
高
齢
者
の
自
立
支
援

〈表１　計画期間における人口推計など〉

１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度区　分（単位）

５１７，８３６５１９，６３９５２１，４４３５２１，７００５２１，９５９総人口（人）

１６５，７４４１６４，８９６１６４，０４９１６３，６５１１６３，２５３
第２号被保険者数
（４０歳以上６５歳未
満）（人）

１０１，０２０９９，３８２９７，７４４９５，８４４９３，９４５第１号被保険者数
（６５歳以上）（人）

１９．５％１９．１％１８．７％１８．４％１８．０％高齢化率

１６，９４１１６，２４７１５，５６２１４，９１５１４，２８１要介護等認定者数（人）

１６．８％１６．３％１５．９％１５．６％１５．２％６５歳以上人口比

１３，７０８１３，２５６１２，６５１１２，２９８１１，８５５居宅サービス対象
者数（人）

３，２３３２，９９１２，９１１２，６１７２，４２６施設サービス対象
者数（人）

（注）１．７年度と１２年度に実施した国勢調査の人口数を用いて各年度１０月１
日現在で推計しました。２．要介護等認定者数は、１４年９月末日の要介
護等認定者数と６５歳以上人口の比率をもとに推計しました。

第
二
期
介
護
保
険
事
業
計
画

第
二
期
介
護
保
険
事
業
計
画�

風
船
バ
レ
ー
に
挑
戦
！

（
和
田
ふ
れ
あ
い
の
家
〈
和
田
３
―　

―
４
〉）

５２
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〈表１　新しい保険料年額〉

今までの
保険料年額

新しい
保険料年額

対　象　者段　　階

１７，６００円１８，０００円
生活保護受給者・世帯全員
が区民税非課税で老齢福祉
年金受給者

第１段階
基準額×０．５

２６，５００円２７，０００円世帯全員（一人世帯を含む）
が区民税非課税

第２段階
基準額×０．７５

３５，３００円３６，０００円本人が区民税非課税で他の
世帯員が区民税課税

第３段階
基準額（基準
月額×１２）

４４，１００円４５，０００円本人が区民税課税で合計所
得２００万円未満※

第４段階
基準額×１．２５

５２，９００円５４，０００円本人が区民税課税で合計所
得２００万円以上※

第５段階
基準額×１．５

※第４段階と第５段階の境界所得を２５０万円から２００万円に変更しました。

〈表２　保険料の支払〉

通知書
発送

お支払いただく
保険料の額

保険料額
新・旧

保険料
支払月

７月下旬

今年２月と同額旧
４月
６月
８月

特
別
徴
収

「１５年度区民税額などで計
算した年間額」－「４・６・
８月にお支払いただいてい
る金額」÷３

新
１０月
１２月
２月

４月１４日１４年度区民税額などで計算
した金額（仮算定）新４月～

７月普
通
徴
収 ７月下旬１５年度区民税額などで計算

した金額（本算定）新８月～
３月

介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は　
１５

〜　

年
度
の
金
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１７

　
　
　
　
　
　
　

―
―
保
険
料
の
問
い
合
わ
せ
は
、
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係
へ
。

基
準
月
額
を
三
〇
〇
〇
円
に

�◇
特
別
徴
収
―
保
険
料
を
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

　

４
・
６
・
８
月
に
支
給
さ
れ

る
年
金
か
ら
お
支
払
い
た
だ
く

保
険
料
は
、
今
年
２
月
に
お
支

払
い
た
だ
い
た
保
険
料
（
今
ま

で
の
保
険
料
）
と
同
額
に
な
り

ま
す
。

　
　

・　

・
２
月
に
支
給
さ
れ

１０

１２

る
年
金
か
ら
お
支
払
い
た
だ
く

保
険
料
は
、
新
し
い
保
険
料
年

額
か
ら
４
・
６
・
８
月
に
お
支

払
い
た
だ
い
た
保
険
料
を
引
い

て
三
で
割
っ
た
額
で
す
。

　

お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
料

の
通
知
書
は
、
７
月
下
旬
に
お

送
り
し
ま
す
。

◇
普
通
徴
収
―
保
険
料
を
納
付

書
・
口
座
振
替
で
納
付
の
方

　

４
月
分
か
ら
新
し
い
保
険
料

に
な
り
ま
す
。

○
仮
算
定

　

４
月
〜
７
月
（
四
カ
月
）
の

保
険
料
は
、　

年
度
の
区
民
税

１４

な
ど
を
基
に
保
険
料
を
決
定
し

ま
す
。

　

保
険
料
の
通
知
書
は
４
月　
１４

日
に
お
送
り
し
ま
す
。

○
本
算
定

　

８
月
〜
３
月
（
八
カ
月
）
の

保
険
料
は
、　

年
度
の
区
民
税

１５

な
ど
を
基
に
保
険
料
を
決
定
し

ま
す
。

　

保
険
料
の
通
知
書
は
７
月
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す
。（
表
２
）

保
険
料
の
支
払
は
？

じ
て
設
定
し
た
五
段
階
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
ま
す
。（
表
１
）

�
　
　

〜　

年
度
に
か
か
る
介
護

１５

１７

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
や
今
後

の
第
一
号
被
保
険
者
（　

歳
以

６５

上
の
方
）
の
人
数
な
ど
を
基
に

計
算
し
ま
す
。（
左
下
図
）

◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用

　

今
後
、
介
護
を
必
要
と
す
る

方
の
人
数
や
、
ど
の
く
ら
い
サ

ー
ビ
ス
が
利
用
さ
れ
る
か
な
ど

を
、
今
ま
で
の
実
績
や
、
実
態

調
査
の
結
果
を
基
に
見

込
ん
で
い
ま
す
。

　

第
二
期
介
護
保
険
事

業
計
画
で
は
、
介
護
を

必
要
と
す
る
方
や
サ
ー

ビ
ス
利
用
が
伸
び
る
と

予
測
し
て
い
る
た
め
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

費
用
は
今
後
増
加
す
る

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

◇
サ
ー
ビ
ス
費
用
の　
１８

％
　

第
一
号
被
保
険
者
の

方
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
費
用
の　

％
を
保

１８

険
料
と
し
て
負
担
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
金
額
を
三
年
間

の
第
一
号
被
保
険
者
の

人
数
で
割
っ
て
保
険
料

を
算
出
し
ま
す
。

基
準
月
額
は
ど
う
や
っ

て
決
め
た
の
？

�
　

今
後
三
年
間
の
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
を
基
に

保
険
料
を
算
出
す
る
と
基
準
月

額
は
三
三
〇
五
円
に
な
り
ま
す

が
、　

〜　

年
度
に
積
み
立
て

１２

１４

た
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金

を
三
年
間
で
一
一
億
二
五
〇
〇

万
円
取
り
崩
す
こ
と
で
、
基
準

月
額
を
三
〇
〇
〇
円
に
抑
え
て

い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
は
、

区
民
税
の
課
税
状
況
な
ど
に
応

保
険
料
の
上
昇
を
抑
え

ま
し
た

�
　

介
護
報
酬
の
見
直
し
に
伴

い
、
今
ま
で
と
同
じ
内
容
の
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
、
一
割

の
利
用
者
負
担
額
が
増
減
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
る
限
度
額
（
支
給
限
度
基
準

額
）
は
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、

介
護
報
酬
の
見
直
し
に
よ
っ

て
、
利
用
で
き
る
回
数
が
変
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
担
当
の
介
護
支
援
専

門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
要
介
護
認
定
の
申
請

窓
口
で
配
付
し
て
い
る
「
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」「
介
護
保
険
利
用
者
ガ

イ
ド
」（　

年
４
月
中
旬
改
訂
）

１５

も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

現
在
サ
ー
ビ
ス
を 

利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

介
護
保
険
制
度
開
始
か
ら
三

年
が
経
過
し
、
初
め
て
介
護
報

酬
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
単
価
）

の
見
直
し
（
増
減
）
が
行
わ
れ
、

４
月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
近
年
の
物
価
状
況

や
介
護
事
業
者
の
経
営
実
態
を

ふ
ま
え
つ
つ
、
で
き
る
だ
け
自

立
し
た
在
宅
生
活
の
継
続
や
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
の

観
点
か
ら
、
よ
り
適
正
な
も
の

に
見
直
し
た
も
の
で
す
。
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介
護
報
酬
の
改
定

介
護
報
酬
の
改
定

▲

高
井
戸
児
童
館
の
子
ど
も
達
と
浴
風
会
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
ま
わ
り
の
利
用
者
の
交
流
会


